
日本の国民生活と社会保障

１ バブル崩壊後の
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国民生活

バブル崩壊後，

ます。最近の新聞

１ １ 増え続

労働者は自らの

きません。しかし

年以上も続く不況は，人々

記事から，日本の国民生活の

ける失業者

労働力を商品として売ること

長期の不況は労働力を売るこ

の生活に深刻な影響を与えて

実態を見てみましょう。

なしに生活を維持することが

とができない人々 失業者を

い

で

多

数生み出していま

前年比 ポイン

す。 年３月の

に読者の皆さんに

（ 年 月）と飛

刊，以下とくに断

す。総務省が発表した 年

ト上昇しました。これは

完全失業者数は，過去最多

注目してほしいのは， 歳

び抜けて高いことです（「日

らないかぎり出所は同紙から

度平均の完全失業率は ％

年の調査開始以来最悪の水準

の 万人となっています。と

から 歳の完全失業率が

本経済新聞」 年４月 日

）。

で，

で

く

％

夕

若年者の失業に

高校生の就職内定

て，過去最低を更

かましとはいえ，

況です（ 年３

（ ）

ついて，もう少し触れたいと

率は，１月末現在で ％

新しました。大学生の内定率

６人に１人は卒業を前にして

月 日）。

思います。 年度卒業予定

と前年同期を ポイント下回

は， ％と高校生に比べ幾

就職が決まっていないという

の

っ

分

状
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卒業までに就職が決まら

す。フリーターというと自

すが，ある研究機関の調査

の国民生活と社会保障（佐藤）

ず，やむを得ず非正規雇用で

ら自由な生活を選んだ若者と

によれば若者が正社員を断念

働く若者も増えていま

いうイメージがありま

してフリーター化して

いるのが実態のようです。

り，逆に臨時・短期的な非

者が流れる先がフリーター

（ 年 月 日）。

１ ２ 失業者からホー

長期の失業により貯えも

「企業はコストダウンのため

正規雇用を増やしている。正

」と，調査にもとづいた説明

ムレスへ

底をつき，しまいには住む家

若年者の正規雇用を絞

社員の網から漏れた若

が紹介されています

を失った場合，他に頼

るところがなければホーム

らいのホームレスがいるの

行なわれました。その結果

区町村で 人でした。

人，次いで東京都が 人

都市部での聞き取り調査

たのはどのくらい前ですか

レスとならざるをえません。

でしょうか。 年の１ ２

，ホームレスが確認できたの

都道府県別に集計すると，大

，愛知県が の順となっ

（ 人を対象）によれば，

」との問いに， 人（

いったい日本にどのく

月に初めて全国調査が

は全都道府県の 市

阪府が最も多く

ています。

「初めて路上生活をし

％）が「５年未満」，

人（ ％）が「５

こ数年で，ホームレスが急

生活を望むか」との問いに

人（ ％）でした。ホー

活動をしている人は

（ ％）と，就労意欲が強

年未満」と答えています。

増したことがわかります。ま

，「きちんと就職して働きたい

ムレスの約半数が，働きたい

人（ ％），「今後求職活

いことが示されています（

不況が深刻になったこ

た「今後はどのような

」と答えた人が

と望んでいます。求職

動をする」が 人

年３月 日夕刊）。

１ ３ 個人消費の低迷

長引く不況は，働く人々

支出を抑制して不況をさら

省『家計調査報告』による

（ ）

の将来不安を増大させ，その

に深刻化させるという悪循環

と勤労者（サラリーマン）世

ことがまた家計の消費

を生んでいます。総務

帯の 年度月平均の



消費支出は１世帯

います。消費支出

家計の消費支出

立命館経済学（ 巻特

あたり 円です。前年

は６年連続して減少していま

のなかで，食料品や家賃，医

別号３）

度に比べ実質で ％減となっ

す（ 年４月 日夕刊）。

療費，光熱費など生活の基礎

て

的

な項目は「基礎的

相対的に景気変動

にかけて「基礎的

境の悪化，先行き

る」と新聞は伝え

（ 年４月９日

支出」に区分されます。これ

の影響を受けにくいといわれ

支出」の減速傾向が鮮明に

不安から，消費者が生活を

ています。全世帯の消費支出

）。

は生活に必要な支出であるた

ていましたが， 年から

なってきました。「雇用や所得

切り詰めている姿が浮かび上

は，約 年前の水準にありま

め，

年

環

が

す

１ ４ 個人破

失業者が増え，

をする人々も増え

自己破産申立件数

た北関東・甲信や

日）。

近年の個人破産

産の急増

家計の収入が減少するなかで

ています。最高裁判所のまと

は， 件にも上ります

四国などでの件数の増大が

の特徴は，複数の業者から借

，借金を返済しきれず自己破

めによると 年度全国の個

。とくに失業率が急速に悪化

目立っています（ 年２月

金をして返済に窮する多重債

産

人

し

務

者が増えているこ

だった 代の相談

かけは，「借金を

者金融は，有利な

金融は無人契約機

ます（ 年４月

とです。相談窓口ではバブル

者が急増しているとのことで

返すための借金」だといいま

投資先として個人部門への貸

の導入を進め，大手銀行もカ

日）。

崩壊後の 年以降，減少傾

す。多重債務に陥る最大のき

す。不況下にあって銀行や消

し付けを強めています。消費

ードローン事業に力を入れて

向

っ

費

者

い

なぜ個人への貸

業の資金需要が細

え，まだ個人向け

れば低水準です。

向け融資は「美味

（ ）

し付けに金融機関が力を入れ

るからです。さらにわが国で

融資の延滞率は融資残高の数

融資金利も ％を超えるもの

しい」部門といえます。少々

るのかといえば，不況下では

は個人破産が増えているとは

％で， 数％の企業向けに比

もあり，金融機関にとって個

の貸し倒れリスクを考慮して

企

い

べ

人

も
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利益率が高いため，審査基

るのです。

金融機関にとって個人向

の国民生活と社会保障（佐藤）

準を緩めて若年者や低所得者

け融資の最大の柱は，住宅ロ

への融資を拡大してい

ーンです。みずほ・三

井住友・東京三菱・ の

兆３千億円となり，前年末

個人所得の伸び悩みは，優

が高まる可能性がある」と

１ ５ ４年連続３万人

年の自殺者は

大手銀行の住宅ローン残高合

に比べ２兆３千億円増えまし

良債権とされる住宅ローンも

指摘されています（ 年２

を超える自殺者

人。前年よりわずかに減少し

計は， 年末で

た。しかし不況下での

「不良債権化する確率

月 日）。

たものの 年以来，

４年連続３万人を超えまし

その数の多さに驚きます。

ですが（ 人），次ぎに

人となっています。その内

活苦」 人，「失業」 人

「過労自殺」についても

「過労」という項目はありま

た。交通事故の年間死亡者が

その原因・動機としては「健

多いのが「経済・生活問題」

訳は，「負債」 人，「事

などです（ 年 月 日）。

触れておきたいと思います。

せんが，仕事上の失敗・上

１万人くらいですから，

康問題」が最も多いの

で，過去最悪の

業不振」 人，「生

自殺の原因・動機に

司の叱責・仕事の不調

などを含む「勤務問題」を

見えない不況下，熱意を示

か，能力の限界を超える仕

絶つ」と，「過労自殺」の特

以上，新聞記事を素材に

ました。わが国には，生活

原因・動機とする自殺者が

さないとリストラの憂き目に

事を抱え込み，やがてどうに

集記事は分析しています（

して，不況下の人々の生活実

困難に陥った人々を救う社会

人います。「出口の

あいかねないと思うの

もならなくなって命を

年３月 日）。

態をいくつか描いてみ

的手だてがないのでし

ょうか。失業や破産といっ

べきこととして，放置すべ

「自己責任」を建前とする資

あらかじめ社会の人々が協

開できない場合に手を差し

（ ）

た出来事は，個人の問題で個

きなのでしょうか。そうでは

本主義社会においても，生

力して支え合う制度や，不幸

伸べる制度が歴史的につくら

人の自己責任で解決す

ありません。生活の

活困難に陥らないよう

にして自力で困難を打

れてきました。それは



現代社会では，社

次節ではわが国

ているか見ること

立命館経済学（ 巻特

会保障制度として成立してい

の社会保障制度が，国民生活

にしましょう。

別号３）

ます。

の現状に対応して十分に機能し

２

２ １ わが国

日本国憲法は，

国民は，健康で文

社会保障制度は十分に

の社会保障制度

「国民の生存権，国の保障義

化的な最低限度の生活を営む

機能しているか

務」として第 条で「すべて

権利を有する。国は，すべて

の

の

生活部面について

ればならない」と

社会保障は，失

所得の保障と自立

これを補完するも

年金保険，雇用保

災保険は労働保険

社会福祉，社会保障及び公衆

うたっています。

業，ケガ，病気，老齢，障害

の支援をする仕組みで，その

のとして公的扶助制度があり

険，労災保険，介護保険があ

と呼ばれ，労働者を対象にし

衛生の向上及び増大に努めな

などの事故により働けない場

中心に社会保険制度が置かれ

ます。社会保険には医療保険

ります。このうち雇用保険と

ています。医療保険，年金保

け

合，

，

，

労

険，

介護保険には労働

は，生活保護と呼

けることができま

社会保険の財源

負担する保険料，

保険と労災保険は

者以外にも自営業者や無職の

ばれることが一般的ですが，

す。

は，被保険者本人が拠出する

国や地方自治体が負担する公

，原則１人でも従業員がいれ

人も加入しています。公的扶

すべての国民が必要であれば

保険料と，使用者（雇用主）

費負担から成っています。雇

ば加入義務があります。医療

助

受

が

用

保

険と年金保険は，

人以上雇う事業所

歳以上の国民が

さまざまで非常に

格差が大きいこと

（ ）

労働者と自営業者などでは制

は，労働者を保険に加入させ

加入しなくてはなりません。

複雑です。わが国の社会保険

が特徴です。

度が異なりますが，労働者を

る義務があります。介護保険

各保険の加入者，負担と給付

制度は，分立しており制度間

５

は

は，

の
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社会保険は，受給の条件

その意味で「自助」が原則

国家（中央政府と地方政府

の国民生活と社会保障（佐藤）

として保険料を拠出している

であり，労働者間の助け合い

）の一定の負担によって「自

ことが求められます。

と資本家（雇用主）と

助」を支える仕組みと

いえます。これに対して公

「無差別平等に受けることが

うとする人が「その利用し

度の生活の維持のために活

は，すべて税金によって賄

以下，社会保険の各制度

しょう。

的扶助は，生活保護法により

できる」とされています。

得る資産，能力その他あらゆ

用することを要件として」い

われます。

と生活保護について，具体的

「すべての国民」が

ただし，保護を受けよ

るものを，その最低限

ます。公的扶助の費用

に見ていくことにしま

２ ２ 雇用保険

失業した場合，失業前１

れば，失業手当が受けられ

％出すことになってい

失業手当を受け取るために

きをし，求職活動をする必

年間に少なくとも６ヶ月間，

ます。保険料は，労働者が賃

ます。加入者は， 年度で

は，公共職業安定所（ハロー

要があります。公共職業安定

雇用保険料を払ってい

金の ％，雇用主が

万人に上ります。

ワーク）の窓口で手続

所は，失業手当の支給

の他に職業紹介や職業訓練

失業とは被保険者が離職

就くことができない状態に

されるためには，働く意思

ークで職業紹介を受けて求

することが求められます。

などの就職支援を行っていま

し，働く意思と能力があるに

あることをいいます。したが

と能力を示すことが必要で，

職活動をすることや，職業訓

す。

もかかわらず，職業に

って失業者として認定

そのためにはハローワ

練のプログラムを受講

失業手当の額や受給期間

なりますが， 年５月か

財政の悪化を防ぐため，失

り下げられました。たとえ

は，パートにそろえて 日

（ ）

は，離職の理由，年齢，保険

らの新たな制度では，失業者

業手当の給付条件が，正社員

ば，正社員が自発的に会社を

減らされ，最長 日になり

の加入期間によって異

の増大による雇用保険

や高所得層を中心に切

辞めたときの給付日数

ました。また失業手当



の給付水準も下限

ました。さらに

雇用保険の積立

立命館経済学（ 巻特

を失業前賃金の６割から５割

年度からは，保険料を労使

残高は， 年代の半ばまで

別号３）

に切り下げ，上限額も減らさ

とも ％上げる予定です。

は５兆円近くありましが，

れ

年度には５千億円

支出されています

たのですが，もと

業者数が増え続け

のでは，社会保障

国庫負担の割合に

とが求められます

にまで激減しました。失業手

。 年の制度改正の際，国

もと雇用保険制度が発足した

るなか，保険料が上がって失

制度としての雇用保険が揺ら

ついては，少なくとも制度発

。

当の財源の４分の１が国庫か

庫負担は ％から引き上げら

ときには，３分の１でした。

業手当の水準が切り下げられ

いでいると言わざるをえませ

足時の３分の１まで回復する

ら

れ

失

る

ん。

こ

２ ３ 労災保

労災保険の正式

通勤災害などによ

業主の全額負担で

故の発生状況をも

います。最も高い

険

名称は，労働者災害補償保険

る労働者の傷病と死亡に対し

労働者は保険料を支払う必要

とに の業種ごとに年収の

料率は水力発電やダム・トン

といいます。労働災害，職業

て給付を行います。保険料は

がありません。保険料率は，

％の範囲で決められ

ネル建設に従事する労働者で

病，

事

事

て

す。

原則として労働

ルバイトやフリー

業務上の事故があ

を請求し，その決

不服がある場合は

近年「過労死」

者を使用するすべての事業を

ターであっても業務上の事故

ったとき，被災労働者または

定を受けて受給します。給付

，審査請求をすることができ

や「過労自殺」が労災として

適用対象としています。学生

に対しては補償がなされます

遺族が労働基準監督署長に給

がなされない場合やその内容

ます。

認定されるケースが増えてき

ア

。

付

に

ま

した。とはいえ

された件数」は，

全国で 件（

現在）あります。

負わなければなら

（ ）

年度の「過労死」申請件

わずか 件に過ぎません。

年 月現在）の訴訟が係争中

遺族が労災保険の補償を得る

ないのが現実です。

数は 件，うち「業務上と認

「過労死」の認定をめぐっては

で，不服申立も 件（同年９

ためには，多大の労力と費用

定

，

月

を
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労災保険は， 年度の

億円で，２千３百億円の黒

約７兆５千億円あります。

の国民生活と社会保障（佐藤）

収入が１兆４千６百億円に対

字を出しています。黒字を貯

他の社会保険財政が赤字で苦

し支出は１兆２千３百

めた積立金の残高は，

しむなか，労災保険の

優等生ぶりが目を引きます

業種平均で ％程度引き下

１千４百億円程度減る見通

を相殺するためになされま

２ ４ 医療保険

［医療保険の仕組みと特徴

。厚生労働省は，労災保険料

げることにしました。事業

しです。この減額は，雇用保

した。

］ 私たちが病気やケガの治

を 年４月から，全

主負担は，合計で年間

険料率の事業主負担増

療のため病院へ行くと

き，必ず保険証を携えて行

証明するものです。民間の

の教職員であれば共済組合

ています。わが国の医療保

なっていて大変複雑です。

に医療保険制度の概要を示

制度のものか，確かめてお

きます。保険証は，医療保険

サラリーマンであれば健康保

，自営業者や無業者であれば

険は制度が分立しており，制

ここですべてを説明すること

してありますので，自分の持

きましょう。

に加入していることを

険，公務員や私立学校

国民健康保険に加入し

度ごとに保険料率が異

はできませんが，表１

っている保険証がどの

学生の場合，多くの人は

支払っている）医療保険に

場合，被保険者には扶養者

払の義務があります。

保険証を持って病院へ行

にもあると思いますが，こ

親の扶養家族として，親が加

よってカバーされています。

・被扶養者の区別がなく，学

き，治療を受けて窓口で料金

の仕組みはどうなっているの

入している（保険料を

ただし国民健康保険の

生であっても保険料支

を支払った経験は，誰

でしょうか。もし医療

保険に加入していなければ

払わなければなりません。

一部負担を除き，費用を負

しかし医療保険は，金銭給

れる仕組みなのです。

（ ）

，あなたは治療に要した費用

医療保険は，治療に要した費

担してくれますので，金銭給

付ではなくて医療サービスと

の全額を医療機関に支

用のうち患者が支払う

付のように見えます。

いう現物を給付してく



立命館経済学（ 巻特

表１ 医療保険制度の

別号３）

概要
（ 年３月末現在）

（出所） 椋野美智子

（ ）

・田中耕太郎『はじめての社会保障』第２版，有 閣， 年， ぺージ。
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図１ 保険診療の概念図

（出所） 平成 年版『厚生労働白

その関係を図１に示して

書』ぎょうせい， ぺージ。

います。医療機関は，厚生労働大臣から保険医療機

関の指定を受けて保険診療

を受け取ります。被保険者

とができます。たとえば，

してもらい，窓口で 円

あなたがその被扶養者であ

療報酬は 円で，そのう

ことになります。この場合

を行い，保険者から審査支払

は，どの保険医療機関でも医

風邪で近くの内科診療所で診

支払ったとします。あなたの

れば，３割の一部負担ですか

ち７割の 円が保険者か

，保険者はあなたに風邪の治

機関を通して診療報酬

療サービスを受けるこ

察を受け風邪薬を処方

親がサラリーマンで，

ら診療所が受け取る診

ら診療所へ支払われる

療という医療サービス

を給付して，その費用の７

現物給付というのであれ

健康保険の被保険者本人の

政の悪化を理由に 年か

付の他に，傷病手当金とい

なって４日目以降，それま

割を負担したということにな

ば，全額保険者負担が本来の

医療費は，かつて全額保険者

ら一部負担が導入されました

う金銭給付もあります。病気

でもらっていた給料の ％を

ります。

姿であると思います。

負担でしたが，保険財

。医療保険には現物給

やケガのため働けなく

日単位で受けられます。

ただし１年６ヶ月が限度で

は，障害年金の給付対象と

医療機関が提供する医療

準表によって全国一律に定

為の一つひとつに点数をつ

（ ）

，それ以降病気が回復しない

なります。

サービスや薬剤の価格は，診

められた公定価格です。診療

けたもので，たとえば診療所

とか障害が残った場合

療報酬点数表や薬価基

報酬点数表は，診療行

の初診料 点，尿検



査 点，注射料

で計算されます。

し引いた額を，都

立命館経済学（ 巻特

点，処方箋料 点などと定

医療機関は行った診療の点数

道府県に設置されている審査

別号３）

めらてれており，１点単価

を合計し，患者一部負担金を

支払機関に請求します。

円

差

この料金支払を

いいます。これに

ので，患者にとっ

患者や遺族が保険

ことになりました

医療保険制度の

行います。行った

請求する書類のことを診療報

は病名，治療行為，薬などの

ては自己の医療情報を知る手

者にレセプトの開示を求めた

。

下，医療機関は患者の病状に

診療行為に対して報酬が支払

酬明細書，あるいはレセプト

情報が細かく記載されていま

がかりとなります。 年か

場合，原則としてそれを認め

よって必要とされる診療行為

われるので，これを出来高払

と

す

ら，

る

を

い

方式といいます。

由に診療ができる

とか医療費抑制が

正な診療行為をし

解していることを

［揺らぐ医療保

被用者保険と国民

わが国では，この方式が原則

というメリットがありますが

しづらいとかの批判もありま

ているという信頼と，国民は

前提にしています。

険制度］ もう一度，表１を見

健康保険に分かれています。

です。医者は費用を気にせず

，反面，過剰診療を招きやす

す。この方式は，医療機関が

その費用負担を必要なものと

て下さい。医療保険は大きく

さらに被用者保険はいくつか

自

い

適

理

は

に

分かれていますが

と「政管」の２制

られた健康保険組

健保組合がない中

大企業の従業員

付加給付や保養施

，健康保険についてもう少し

度があります。前者は，主に

合（健保組合）が保険者とな

小企業のサラリーマンが加入

によって作られた健保組合は

設を持つなど，政管健保に比

触れます。健康保険は「組合

大企業やそのグループごとに

っています。後者は，勤め先

するもので，保険者は国です

，会社からの補助もあり独自

べて給付水準が良かったので

」

作

に

。

の

す

が，近年，健保組

原因はリストラに

金の増加による財

最多となりました

組合あたり赤字額

（ ）

合が解散し政管健保へ移るケ

よる被保険者の減少と，あと

政悪化です。 年度の健保

。全国の健保組合の総収支は

は２億３千万円となる計算で

ースが増えています。その主

で述べる老人保健制度への拠

組合の解散件数は， 件で過

億円の赤字の見通しで

す（ 年 月 日）。

な

出

去

，
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次に国民健康保険（国保

が国最大の医療保険です。

は，医師，薬剤師，弁護士

の国民生活と社会保障（佐藤）

）の現状についても見ておき

加入者は， 年に５千万人

など同業種で組織された国民

ましょう。国保は，わ

を超えました。保険者

健康保険組合と全国の

市区町村です。３千２百余

に満たないものが 百ほどあ

わが国は， 年以来「

療保険に加入することにな

町村が保険者となっている

でカバーされますが，失業

で「受け皿」となるのが，

りある市区町村の国保のなか

ります。

国民皆保険」といって制度上

っていますが，それを可能に

国保なのです。被用者であれ

した場合は，加入資格を失う

国保なのです。失業した場合

には，被保険者が千人

，国民はいずれかの医

した制度が，この市区

ば先に見た被用者保険

ことになります。そこ

，自分が住んでいる市

区町村が保険者となってい

定年退職した高齢者も最

加入が増えていますが，そ

保組合を追われた現役世代

％を占めています。高齢

必要も大きいので，国保財

療保険のうえではリスクの

る国保に加入することになる

終的には，国保に加入します

のなかには高齢者だけでなく

も多いのです。 年度では

者や失業者は，保険料の負担

政の悪化は避けられません。

高い人といえますが，国保は

のです。

。近年は，無職の人の

，リストラで失業し健

，無職の人が加入者の

力は弱く，また医療の

高齢者や失業者は，医

制度的に他の医療保険

の「受け皿」となっている

国保の責任というわけには

多くの市区町村が国保財

国集計による収支は， 億

億円が繰り入れられた

で ％と年々低下する傾

わけですから，その赤字は構

いきません。

政の赤字に頭を痛めています

円の赤字となりました。市

うえでの赤字です。国保料

向にあります。被用者保険

造的に生じるもので，

。 年度の国保の全

区町村の一般会計から

の収納率は，全国平均

とちがって給与からの

天引きができず，被保険者

りますが，やはり不況の影

時点で約 万世帯，全世帯

国保料を滞納すると保険

が交付されます。さらに滞

（ ）

が納入手続きをしなければな

響が強いと思われます。滞納

の ％にのぼります（

証を取り上げられ，有効期限

納期間が１年を過ぎると，そ

らないという問題もあ

世帯は， 年 月の

年７月１日）。

が短い「短期保険証」

れに代わって「資格証



明書」が交付され

はなりません。

年度からは市

立命館経済学（ 巻特

ます。そうなると医療費をい

「資格証明書」の発行は，市

区町村の義務となりました。

別号３）

ったん窓口で全額支払わなく

区町村の任意であったものが

その結果，医療費の支払がで

て

，

き

ず治療を中断する

場合，死亡すると

静岡版）。「資格証

万１千世帯から

滞納世帯の増大

すが，国保料の値

度の国保料を３％

人や通院回数を減らす人が増

いった事件も起きています

明書」の発行を受けた世帯は

万５千世帯へと増えました

には，不況の深刻化による失

上げという要因も見逃せませ

上げて１人あたり年平均８

えており，病気の悪化や最悪

（「朝日新聞」 年 月 日

， 年から 年にかけ

。

業や収入減という要因もあり

ん。たとえば大阪市は，

万 円にしましたが，４年

の

，

て，

ま

年

連

続の値上げにもか

円の累積赤字にな

の値上げが滞納者

がり，収入減が赤

す。

こうした事態の

ことがあります。

かわらず，国保事業会計は

っています（「朝日新聞」

の増大をもたらし，滞納者の

字を増やし，再び国保料値上

根本原因として，国保財政へ

市区町村国保財政に占める国

年度決算で全国最悪の

年２月８日，大阪版）。国保

増大が国保会計の収入減につ

げへという悪循環に陥ってい

の国庫負担率が引き下げられ

庫支出金の割合は， 年度

億

料

な

ま

た

の

％から 年

年度では，１

［高齢者医療費

険制度の仕組みに

した高齢者を健康

入者が多くならざ

度には ％にまで減少して

兆３千６百億円，国の負担が

と老人保健制度］ さきに国保

よって構造的に生じたと述べ

保険などの被用者保険から受

るをえないということです。

います。計算上 年度に比

削減されていることになりま

財政の赤字は，わが国の医療

ました。要するに国保は，退

け入れており，リスクの高い

元来，国保は農家や自営業者

べ

す。

保

職

加

が

主な加入者でした

農家や自営業者が

成長を経て日本経

した。現在では農

た。他方で無職者

（ ）

。「国民皆保険」制度ができ

加入者の３分の２以上を占め

済が成熟化するにつれて，就

家や自営業者の構成割合は，

が，半数を占めるまでになり

て間もない 年代の前半に

ていました。ところが高度経

業構造が変化し高齢化が進み

分の 以下になってしまいま

ました。 年度の無職者の

は，

済

ま

し

年
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齢別構成割合は， 歳以上

市区町村が運営する国保

医療保険へと性格が変わっ

の国民生活と社会保障（佐藤）

が ％， 歳が ％と９

は，自営業者のための医療保

てきたといえます。当然，国

割近くが高齢者です。

険から退職者のための

保の側から被用者保険

への不満が高まることにな

加入している被用者保険も

者保険の利害対立が鋭くな

新たな財政調整の仕組みが

それは，国保が抱えてき

険からの拠出金によって埋

（国・都道府県・市区町村が

りました。退職した高齢者の

負担すべきだという声が強ま

ったのです。この対立を緩和

導入されました。

た高齢者医療費の負担を減ら

めるという仕組みです。高齢

４：１：１で分担）で負担し

医療費を，現役世代が

りました。国保と被用

するため， 年から

し，その分を被用者保

者医療費の 割を公費

， 割を各医療保険が

拠出金で分担することにな

いる高齢者の割合に応じて

ことで高齢者の加入率の高

どは負担が増えました（図

さらにもう１つ見ておく

図２

りました。分担額は，各医療

ではなく、全体の平均値で計

い国保の負担は減り，逆に加

２参照）。

べきことは，高齢者医療費に

老人医療費の負担の仕組み

保険に実際に加入して

算されます。そうする

入率の低い健保組合な

対する国庫負担の軽減

（出所） 平成 年版『厚

（ ）

生労働白書』ぎょうせい， ぺージ。



です。 歳以上の

「老人医療の無料

保健制度の施行に

立命館経済学（ 巻特

高齢者の一部負担を国と自

化」が， 年以来続いてい

より，定額の一部負担が導入

別号３）

治体が肩代わりする，いわゆ

たのですが， 年からの老

されました。さらに 年

る

人

月

からは１割の定率

げられることにな

で，国庫負担を軽

しかしこうした

からの１割の定率

受診抑制を生み出

けていた高齢者は

負担に変更され，対象年齢も

りました。つまり高齢者に医

減してきたのです。

財政負担の転嫁は，深刻な問

負担の導入は，低所得の高齢

しています。たとえば肺機能

，定額負担では医師が月２回

歳から 歳へ段階的に引き

療費の一部負担増を求めるこ

題を生んでいます。 年

者の中に，医療費負担増によ

障害のため酸素療法を自宅で

訪問診療する時に，１回

上

と

月

る

受

円，

月に 円支払

円支払わな

調査によると，定

は，外来・在宅で

受診抑制の傾向

齢者医療費は

たが， 月に

うだけでよかったのですが

くてはなりません。日本医師

率負担になった 年 月か

前年比約６％も減っています

は， 歳以上の高齢者医療費

年４ ９月には，月平均で

は ％減となりました。介

，定率負担になってからは１

会が行った医療機関のサンプ

ら３ヶ月間の高齢者の受診日

（「朝日新聞」 年２月

の減少をもたらしています。

％前年同月を上回っていま

護保険の導入で高齢者医療費

万

ル

数

日）。

高

し

の

一部が介護保険適

連続でマイナスに

ら必要な医療が制

に見る介護保険の

２ ５ 介護保

用に変わった 年度を除く

なるのはまれなことです（

限されることは，本末転倒と

導入にも，財政的要因が強く

険

と，高齢者医療費が２ヶ月以

年５月２日）。財政的要因

いわねばなりません。じつは

働いていたといえます。

上

か

次

厚生労働省が発

は，公的医療保険

す。これには被保

費用などは含まれ

比べて５千億円ほ

（ ）

表した国民医療費の推移（図

や生活保護などの公費医療制

険者が支払う一部負担は含ま

ません。 年度の国民医療

ど減少しています。これは老

３）を見て下さい。国民医療

度が給付する医療費からなり

れますが，大衆薬や健康診断

費は， 兆４千億円で前年度

人医療費が前年度に比べ６千

費

ま

の

に

億
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図３ 国民医療費の推移

（出所） 平成 年版『厚生労働白

円ほど減ったことによりま

で老人医療費に含まれてい

れたことが影響しています

書』ぎょうせい， ぺージ。

すが，その要因は介護保険の

た訪問看護や療養型病床群の

。

導入によって，それま

費用が介護保険に移さ

「介護の社会化」をスロー

療機関が抱え込んでいた高

医療費負担の軽減を図るこ

定していた額より１兆円増

高齢者医療費の軽減は，政

介護保険の導入以前は，

ガンに導入された介護保険

齢者の「社会的入院」を，高

とにありました。しかし高齢

となったと新聞は伝えていま

府が期待したほどには進んで

在宅要介護者へのホームヘル

ですが，その狙いは医

齢者医療から切り離し

者医療費は，政府が想

す（ 年７月 日）。

いません。

パー派遣や特別養護老

人ホームへの入所といった

されていました。それは，

用は基本的に税金によって

介護保険は，社会保険方

利用者とサービス提供者と

（ ）

福祉サービスが，措置制度と

市区町村の責任でサービスの

賄われる仕組みです。

式による介護サービス費用の

の関係も契約関係になりまし

いう仕組みによってな

決定がなされ，その費

給付という仕組みです。

た。保険者は市区町村，



被保険者は 歳以

す。保険がカバー

分かれ，それぞれ

立命館経済学（ 巻特

上の第１号被保険者と

する介護サービスの範囲は，

要介護認定によって支給限度

別号３）

歳の第２号被保険者に分かれ

在宅サービスと施設サービス

額が，あらかじめ決められて

ま

に

い

ます。この点で出

といえます。利用

年度の介護

護認定者）が

者のすべてが介護

均で在宅サービス

介護認定者のうち

来高払いの医療保険とちがい

者はかかった費用の１割を負

保険事業は，介護が必要な状

万人で前年度比 ％増とな

サービスを利用しているわけ

が 万人，施設サービスが

実際にサービスを利用してい

，財政コントロールがしやす

担します。

態にあると認められた人（要

っています。ただし要介護認

ではありません。利用者は月

万人で，合計 万人です。

る人の割合は，約 ％です。

い

介

定

平

要

全

国ベースの収支は

の支出が４兆

介護保険の財源

税金で半分ずつ負

口構成比によって

合でした。第１号

超える老齢年金を

，保険料を中心とする収入

億円で， 億円の黒字と

は，給付費のうち１割の自己

担します。保険料は第１号被

分担します。 年度から

被保険者の保険料は，市区町

受け取っている人は，年金か

が４兆 億円，介護給付な

なりました（ 年５月１日

負担を除いた９割を，保険料

保険者と第２号被保険者で，

年度までの期間は， 対 の

村が徴収します。年額 万円

ら天引きされます。 万円以

ど

）。

と

人

割

を

下

の人は直接納付し

％と，さきに

ています。第 号

料率に上乗せされ

１の割合で負担し

市区町村ごとに

なければなりません。

述べた国民健康保険料の納

被保険者の保険料は，その人

て徴収されます。税金は国・

ています。

介護保険が運営されています

年度の第 号被保険者の納入率

入率 ％に比べ高い率にな

が加入している医療保険の保

都道府県・市区町村で２：１

ので，介護サービスの充実し

は

っ

険

：

た

市区町村ほど住民

護保険料が引上げ

での月 円か

円から

いきますが，施設

（ ）

が負担する保険料が高くなる

られました。第 号被保険者

ら 円前後になると見込

円へ引上げました。保険料

サービスを中心とした供給不

仕組みです。 年４月から

の保険料は，全国平均でそれ

まれます。ちなみに京都市は

は今後も 年ごとに引上げられ

足，市区町村間でのサービス

介

ま

，

て

格
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差，低所得層の保険料や利

ては多くの問題をはらんだ

の国民生活と社会保障（佐藤）

用料負担の問題など，介護保

制度といえます。

険は社会保障制度とし

２ ６ 年 金

歳になれば学生であっ

せん。 歳以上 歳未満の

義務があります。若い人の

また将来本当に年金がもら

いない人も多いようです。

ありません。老後の所得保

ても国民年金（基礎年金）に

日本に住所のある人は，すべ

なかには，年金をもらうのは

えるか不安だからなどと考え

しかし国民年金が保障するの

障をする年金を老齢年金とい

加入しなければなりま

て国民年金に加入する

遠い先のことだから，

て，保険料を支払って

は老後の所得だけでは

いますが，老齢年金以

外にも交通事故などで重傷

が給付されます。また若く

が給付されます。

学生の場合は，年間収入

猶予されます。これを「学

受けるためには，住所のあ

あります。この制度によっ

を負い重い障害で働けなくな

して死亡した場合，遺された

が約 万円以内であれば，

生納付特例制度」といいます

る市区町村の国民年金担当窓

て 年以内であれば，保険料

った場合は，傷害年金

子どもや妻に遺族年金

保険料を納めることが

が，この制度の適用を

口で届出をする必要が

をさかのぼって納める

ことができます。

卒業後，民間企業に就職

することになります。した

員は，国民年金（基礎年金

保険料の支払はどうなるの

からはボーナスも含めて

すれば厚生年金に，公務員に

がって図４のように民間企業

）と厚生年金あるいは共済年

でしょうか。保険料は給与に

％）をかけた額の半分を

なれば共済年金に加入

のサラリーマンや公務

金に二重に加入します。

決まった率（ 年度

雇主が負担し，残りの

半分は本人の給与から天引

国民年金（基礎年金）の

す。 年間１度も未納しな

ライド制のため昨年より

間が 年以上」という条件

（ ）

きされます。

保険料は，定額制で 年現

いで受け取れる額は，１ヶ月

円引き下げられました。老齢

を満たして， 歳から受け取

在，１ヶ月 円で

円です。物価ス

基礎年金は，「資格期

れます。資格期間は，



保険料を支払った

て極端な例ですが

ので１円も給付さ

立命館経済学（ 巻特

期間のほか，保険料を免除さ

， 年 ヶ月保険料を納めて

れません。

別号３）

れた期間も含みます。したが

いても，資格期間を満たさな

っ

い

厚生年金や共済

保険料が決まりま

ます。給付額につ

く受け取ることが

て，厚生年金や共

厚生年金の加入期

図４を見ると国

年金の保険料は，報酬比例制

す。このなかから保険者が，

いては，在職中の給与が高く

できます。受給の条件は，基

済年金に加入していることで

間は ヶ月でもかまいません

民年金（基礎年金）の上に国

で簡単にいえば給与に比例し

国民年金に拠出金を支払って

，在職期間の長かった人ほど

礎年金の資格期間を満たして

す。 歳から受給できますが

。

民年金基金，厚生年金の上に

て

い

多

い

，

厚

生年金基金と新企

含まれません。大

業年金が乗っています。この

企業のサラリーマンの場合，

図４ 公的年金制度の体系（平成

部分は任意加入で公的年金に

厚生年金基金によって比較的

年３月末現在）

は

手

（出所） 平成 年版

（ ）

『厚生労働白書』ぎょうせい， ぺージ。

（代行部分）�
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厚い給付を受けていたので

金基金は，厚生年金の運用

たがってこの部分は公的年

の国民生活と社会保障（佐藤）

すが，近年その解散や返上が

と給付の一部を国に代わって

金です）と企業が独自に上乗

増えています。厚生年

運営する代行部分（し

せして運用する部分

（私的年金部分）から成り立

対して将来の給付額を約束

約束した給付額を保障する

ます。

おおよそ年３ ５％程度

後の株価の値下がりで，

そのため目減りした資産の

っていますが，これはあら

する「確定給付型」の年金で

ために，基金を一定の利回り

の利回りが一般的であったよ

年度から平均利回りはマイ

穴埋めを企業がしなくてはな

かじめ企業が従業員に

す。したがって企業は

で運用する必要があり

うですが，バブル崩壊

ナスになっています。

らず，その負担が巨額

なため厚生年金基金の解散

金は と過去最高です。そ

れは企業が支払う保険料を

用次第で決まるというもの

る必要がないので，基金を

不況のなか，将来不安が

あるいは給付水準の引き下

や返上が増えているのです。

のうち９基金が「確定拠出型

あらかじめ決めておき，将来

です。企業にとっては運用成

解散しこちらに移行する企業

高まっているにもかかわらず

げがおきています。これは公

年度，解散した基

」に移行しました。こ

の給付額は従業員の運

績が悪くても穴埋めす

が増えているのです。

，厚生年金基金の解散

的年金でないとはいえ，

これを前提に老後生活の設

の動向や企業の業績に依存

年金についてもう１つ指

な積立金と運用に関わる問

円，厚生年金のそれは

ても前者で３年分，後者で

計を考えていた人にとっては

した老後生活保障の危うさを

摘しておきたいことがありま

題です。 年現在で，国民

兆円にも上ります。それぞ

年分の支払が可能です。

大問題です。金融市場

示しているといえます。

す。それは，その巨額

年金の積立金は 兆

れ保険料の徴収がなく

このような巨額の積立

金を有している年金制度は

１ヶ月分，イギリスで２ヶ

年金積立金の運用は，

公共事業への貸付金として

用基金による債券・株式・

（ ）

，諸外国には見当たりません

月分程度です。

年度までは，旧大蔵省の資

運用されてきましたが，

外貨建資産などの市場運用と

。たとえば，ドイツで

金運用部へ預託され，

年度からは年金資金運

なりました。 年度



の運用結果は，過

その累積額は６兆

定のための手段で

立命館経済学（ 巻特

去最悪の３兆円強の赤字とな

円を超えています（ 年

ある公的年金の積立金が，リ

別号３）

りました。赤字は３年連続で

７月 日，夕刊）。国民生活の

スクの高い株式等に運用され

，

安

る

ことは，その性格

２ ７ 生活保

社会保障制度の

活保護は，これま

社会保険は，将

亡など）に備え，

に相応しいものとは言えませ

護

現状について，最後に生活保

で見てきた社会保険とは，考

来起きるかも知れない事故

保険料を出し合って基金を作

ん。

護を見てみたいと思います。

え方や仕組みが違います。

リスク（失業，病気，老齢，

り，事故に遭った人に対して

生

死

給

付するという，リ

入れ，国が国民に

を持つ制度です。

ることです。した

責任」「自助努力

これに対して生

存権）を，国が国

スク分散の仕組み（保険原理

対してその加入を強制すると

給付を受ける基本的条件は，

がって社会保険は，資本主義

」を前提にした相互扶助の仕

活保護は，「健康で文化的な

民に対して保障する制度です

）を，社会保障制度の中に取

ともに，その運営について責

あらかじめ保険料を支払って

社会の原則である生活の「自

組みです。

最低限度の生活を営む権利」

。生存権は，すべての国民に

り

任

い

己

（生

対

して保障される権

しません。またそ

いません。本当に

ただし，生活保

ることが求められ

弟姉妹，祖父母，

利ですから，あらかじめ保険

の人がどんな理由で援助を必

困っていれば，生活保護を受

護を受ける前に，その人が持

ます。また民法上の扶養義務

孫）からの援助が受けられる

料を支払っていることを条件

要とするようになったのかも

けられます。

つあらゆる資産，能力を活用

者（配偶者，子ども，両親，

ならば，それも活用しなけれ

と

問

す

兄

ば

なりません。つま

ない場合の最後の

く調査されます。

ーに立ち入ったこ

感（スティグマ）

（ ）

り生活保護は，他のあらゆる

手段といえます。そのため本

これを資力調査（ミーンズテ

とも調べられますので，生活

を与えることが多いといわれ

手段方法を活用しても生活で

当にあらゆる努力をしたか詳

ス）といいますが，プライバ

保護を受けようとする人に恥

ています。こうしたことが，

き

し

シ

辱

生
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活保護の申請を抑制する働

生活保護に必要な費用は

関を福祉事務所といいます

の国民生活と社会保障（佐藤）

きをしています。

，すべて税金で賄われます。

が，すべての都道府県と市に

生活保護を取り扱う機

置かれています。町村

で福祉事務所を持っている

をいくつかにまとめた地域

国が４分の３，福祉事務所

年 月現在，生活保

民の （単位はパーミル，

（パーミル）を底として増え

護者が増えています。保護

ところが４つありますが，そ

に福祉事務所を置いています

を置いている自治体が４分の

護を受けている人は，全国で

分の１）です。 年

続けています。なかでも高

を受け始めた理由のうち，「

の他は都道府県が町村

。税金による負担は，

１という割合です。

約 万８千人，全国

度の 万２千人，

齢者，単身世帯の被保

定年・失業」，「事業不

振・倒産」，「その他の働き

不況の影響と考えられるも

に増えています。

生活保護の水準は，一般

む地域や家族構成，年齢な

む 歳男， 歳女，４歳子

なされています。この他に

による収入の減少」，「仕送り

の割合が， 年度の ％

世帯の消費水準の約 割に設

どによって異なります。たと

の世帯は， 年度１ヶ月

必要に応じて教育扶助，住宅

の減少・喪失」など，

から 年度の ％

定されていますが，住

えば東京都 区内に住

円の生活扶助が

扶助，医療扶助，介護

扶助，出産扶助，生業扶助

サービスが給付されますが

活扶助は， 円引き下げ

水準の低下を反映していま

生活保護は，国民であれ

ずですが，実際には福祉事

，葬祭扶助が給付されます。

，他の扶助は金銭給付です。

られました。これは，不況

す。

ば本当に困った場合，それを

務所の窓口で申請を受け付け

医療扶助と介護扶助は

なお 年度に比べ生

による一般世帯の消費

受けることができるは

てもらえないことも多

くあるようです。次の新聞

「『窓口でのチェックが厳

みた。 代の兄の生活保護

受けられんかったら』と，

事がなくなって生活できん

（ ）

記事は，その一例です。

しい』との批判を聞き，区役

申請にきた男性は『どうにも

語気を強めた。兄は１年前糖

』と電話してきた。急いで行

所の申請窓口に行って

ならん。これで保護が

尿病を悪化させ，『仕

くとやせこけ，歯もな



くなり， 歳のよ

険の保険料滞納分

しびれて動かなく

立命館経済学（ 巻特

うに見える兄が横たわってい

５，６万円を払い，１ヶ月ほ

なり，３日前に再び入院し

別号３）

た。家に連れ帰り，国民健康

ど入院させた。が，兄の手足

た。窓口を訪れたのは 回目。

保

が

入

院前に行った時は

定資産税通知書や

てくるように言わ

ていない。『私の

いわれた。保護を

月給は 万円くら

ず，生活費ももう

『働ける年齢だから無理』と

預金通帳，保険証，車検証，

れ， 分ほどで帰された。生

家と土地，車が資産だから，

受けたいのは兄なのに』。こ

い。妻と２人暮らしで，借金

ない』と憤る」（朝日新聞，

言われた。今回は男性本人の

借金の内訳を書いたものを持

活保護の申請書はまだ，渡さ

あると受けられんようなこと

の男性は車の部品会社で働き

が 万円以上。『医療費も出

年２月 日）。

固

っ

れ

を

，

せ

生活保護は，社

っているといわれ

るとはいえない状

活保護費の総額も

前年度の１兆

財務省は「生活保

の財政補助をする

会保障のセイフティー・ネッ

ていますが，この事例のよう

況があります。近年，不況が

増大しています。 年度の

億円に比べ約９％増となっ

護予算について一層の適正化

「生活保護費負担金」の見直

ト（安全網）の位置と役割を

にその本来の役割を果たして

ますます深刻化するなかで，

扶助総額は，２兆 億円

ています。こうした状況下で

を図る」として，国が４分の

しを言い出しています。

担

い

生

で，

，

３

以上，わが国の

年以上も続く長

おわりに

国民生活の実態と社会保障制

期不況のもと，国民生活の苦

度の現状について見てきまし

境は深刻さを増し，国民生活

た。

を

支えるべき社会保

で学んでいるあな

なたの家族の現在

またこの機会に

定・充実させるた

（ ）

障制度は十分に機能している

たにとっても，こうした事態

と将来に大きな影響を与えて

，自分が学んでいる経済学

めに役に立ちうるのか，検討

とは言えません。今，経済学

は他人事ではなく，あなたや

います。

が不況を打開し，国民生活を

してみることも必要と思いま

部

あ

安

す。


